
蛍光管共同排出システム

蛍光管リサイクル協会



蛍光管共同排出システム
の概要を説明します



共同回収車が会員事業所を
蛍光管回収のため巡回します

日時・コースは

蛍光管リサイクル協会が連絡調整





Ａ事業所での回収













Ｂ事業所での回収











Ｃ事業所での回収







回収した蛍光管は
適正処理事業者のもとに

送られます



共同排出システムを
ご利用いただくためには

●蛍光管リサイクル協会に入会し
てください。

＜入会金、利用会費が必要＞

●蛍光管適正処理業者と業務委
託契約をしてください。



蛍光管共同排出システム
ご理解いただけたでしょうか。

お問い合わせ・ご相談は

蛍光管リサイクル協会まで


